


【国保】 

 

Ｊ-39 ヘミセクション（分割抜歯）⑥ 

 

《令和３年９月７日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、画像診断の算定がないヘミセクション（分割抜歯）の算定

を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

視診や歯周病検査によって、根分岐部病変が確認できる場合は、画像診

断を行わずにヘミセクションを行うことが臨床上あり得るものと考えら

れる。 


